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要約 

本研究の目的は、医療機関・赤十字血液センター・県医師会の三者が協同して輸

血医療における地域での包括的な連携体制を構築することである。愛媛県合同

輸血療法委員会内に設置した「院内在庫適正化部会」では医療機関での製剤廃棄

と血液センターからの夜間緊急製剤配送に関するデータを病院ごとに解析し、

適正な院内在庫数を協議してきた。今年度を含めた過去 5 年間のデータを解析

した結果、県内主要 25 病院の平均廃棄率は明らかに低下してきているが、夜間

配送率については病院間格差が大きく、病院個別の事情を配慮したより細やか

な検討が必要と思われる。「院内輸血体制整備部会」では薬剤部と検査部に分か

れている輸血業務の一元化促進と輸血非専任当直技師への支援体制の改善を取

り上げた。中規模病院以上における一元化はほぼ完了し、愛媛県臨床検査技師会か

ら当直技師用マニュアルの整備が重要との提言があった。「小規模輸血安全部会」

では輸血検査と在宅輸血が取り上げられ、今年度に実施したアンケート調査に

よってそれらの課題が見えてきた。この活動の基盤になったのは合同輸血療法

委員会に参加していない小規模医療機関へのアプローチに県医師会の協力が得

られたことであり、在宅輸血に興味のある医師向けの講演会を実施した。医療機

関、血液センター、県医師会の三者が協同して県内医療機関の輸血体制の整備を

進めていくことが地域輸血医療連携を構築していく手段として有用と思われる。 
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１．研究の背景 

輸血を日常的に行っているほとんどの病院は、緊急輸血を必要とする事態が

万一発生しても迅速に対処できるように一定数の輸血製剤を院内在庫として保

有している。一般に、院内在庫が過剰であると製剤廃棄が増加し、逆に在庫不足

であると血液センターからの夜間緊急配送が増加し、緊急輸血が遅れる事態が

生じる。そのため、医療機関は院内廃棄と夜間緊急配送のバランスを考慮した院

内在庫数を設定する必要がある。愛媛県合同輸血療法委員会は令和２年に「院内在庫適

正化部会」を設置した。適正な院内在庫数を決めるために、在庫過剰の指標となる製剤廃棄

率と在庫不足の指標となる赤十字血液センターからの夜間緊急製剤配送率のデータを血液

型別に病院ごとに算出し、この両者の数値を比較した。このようなデータの検討会を行って

いくためには医療機関と赤十字血液センターの連携が必須であり、病院個別の輸血

事情に精通している病院スタッフと製剤配送を担当している赤十字血液センターとの両者

間での細やかな協議が必要であるが、コロナ禍のために相互の面談ができない状況が続いて

いた。しかし、令和５年になって実質的な活動ができるようになったため、県内の主要６病

院を個別に訪問してデータを提示し、適正な血液型別の院内在庫数を決定した。その結果、

これら６病院については血液センターからの夜間製剤配送率が増加することなく、院内製剤

廃棄率を減少させることができた。令和6年度にはさらに多くの病院を個別訪問して院内在

庫数を検討したところ、県内主要25病院平均の院内製剤廃棄率および夜間製剤配送率は共に



3 
 
 

低下した。 

製剤廃棄率の減少を妨げるもう一つの要因として、院内輸血体制の整備状況がある。廃棄

率が高い病院の特徴として学会認定輸血検査技師がいないことや院内輸血管理体制の不備

が知られている。そこで愛媛県合同輸血療法委員会は令和２年に「院内輸血体制整備部会」

を設置した。この部会において愛媛県版の院内輸血体制チェックリストを作成し、令和5年

に、このリストを県医師会の協力を得て県内の医療機関に配布した。その結果、チェックリ

スト項目の現達成状況をみると、意外にも中・大規模病院の約半数は現時点でチェックリス

ト項目を達成していることがわかり、次のステップであるI&Aの取得に向けて進めていける

ことがわかった。しかしながら、中・大規模病院の半数では輸血関連業務を一括して行う輸

血部門が設置されていないことと、非輸血専任技師との合同当直におけるサポート体制の不

備が多くの医療機関で課題になっていることが明らかになった。 

小規模な病院では上述の院内輸血体制整備部会で作成した中・大規模病院を対象とした輸

血体制基準を適合することは難しい。さらに、在宅輸血を行う施設も含まれるので、院内輸

血体制整備部会とは別の視点から小規模施設での輸血医療の課題を探る必要がある。愛媛県

合同輸血療法委員会は令和２年に「小規模輸血安全部会」を設置した。本部会では日本輸血・

細胞治療学会から小規模医療機関向けに刊行されている「在宅赤血球輸血ガイド」も参考に

して小規模病院が抱えている事情を考慮した愛媛県独自の輸血体制基準を定め、小規模病院
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用の輸血体制チェックリストを作成した。令和5年にこのリストを県および医師会の支援を

得て県内全域の医療機関に配布し、現段階での達成状況をみたところ、輸血療法の責任医師

が任命されていないことと、血液型検査を異なる検体を用いて２回実施することの二つが多

くの医療機関で達成できていないことが明らかとなった。小規模医療機関は県合同輸血療法

委員会との関係は薄い一方、県医師会との結びつきが強いことから、令和6年度に愛媛県合

同輸血療法委員会から県医師会に働きかけて医師会内に輸血療法委員会を設置した。令和 6

年度末に開催されたこの委員会で小規模施設における課題と在宅輸血のニーズを調査する

方針が決定された。 

愛媛県では県保健福祉部、赤十字血液センター、および県医師会の代表者が一

堂に会して輸血医療について話し合う「三者代表会議」が令和元年に設置されて

おり、この会議を県合同輸血療法委員会の諮問機関とした協力体制が構築され

ている。このような基盤のもとに愛媛県合同輸血療法委員会は上記3部会の活動

を年々進めているところであり、現時点では「地域医療連携」という大きな枠組

みの中での輸血医療に特化した地域輸血医療網を整備している途上にある。 

2．本研究の目的 

愛媛県合同輸血療法委員会がこれまでに整備してきた体制を基盤として血液製剤院内

在庫数の適正化、院内輸血体制の整備および小規模医療機関への支援を図って

いく。達成すべき具体的な目標を 3 つとし、それらの目標を名称として掲げた 3
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部会で検討する。1)「院内在庫適正化部会」では血液センターでの血液製剤配送

データと院内での製剤廃棄データの突合解析から病院ごとに適正な院内在庫数

を決定し、2)「院内輸血体制整備部会」では中・大規模病院が抱えている課題の

解決を図り、3)「小規模輸血安全部会」では輸血検査や在宅輸血等の小規模医療

機関特有の事情を考慮した課題の解決を図る。これらの活動を通して、医療機関・

赤十字血液センター・県医師会の三者が協同して輸血医療における地域での包

括的な連携体制を構築することを目的とする。 

３．研究方法 

 1）部会活動 

上述した本研究の３つの目標は合同輸血療法委員会の中に設置した３つの部会（院内在

庫適正化部会、院内輸血体制整備部会、小規模輸血安全部会）がそれぞれ担当する（図１）。 

  図1．愛媛県合同輸血療法委員会の組織 

合同輸血療法委員会に参加している医療機関はこれら部会のどれかに所属していて、それ
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ぞれの部会には部会長を置いて役割と責任を明確にした。3部会の上にはそれらを統括する

連絡協議会を置いて、ここで各部会の進捗状況の確認と部会間の調整を図りながら、3部会

が協力して目標を達成できるようにした。また、医業、血液事業、行政の代表者からなる既

存の三者代表会議は合同輸血療法委員会の諮問委員会と位置付けて、これら部会活動の支援

をする。各部会の具体的活動内容は以下の通りである。 

①  院内在庫適正化部会の活動 

医療機関は血液型別院内在庫数および製剤廃棄数のデータを愛媛県合同輸血療法委員会

のホームページから毎月入力する。血液センターは各医療機関への血液型別製剤配送本数、

緊急持出本数および夜間製剤配送本数のデータを作成する。これらのデータを基に医療機関

と血液センターの協議によって院内在庫が過剰であるか不足しているのかを判断し、適正な

在庫数を決めていく。これらの過程を経て決められた院内在庫数の妥当性は製剤廃棄率（在

庫過剰）と血液センターからの緊急配送率（在庫不足）を指標として評価していくが、これ

までに過去4年間のデータが収集されているので、廃棄率と夜間配送率の年次推移をみるこ

とによってこれまでに取ってきた院内在庫数の変更の妥当性を評価する。 

②  院内輸血体制整備部会の活動 

院内輸血体制整備部会ではこれまで医療機関の輸血体制状況について調査した結果から、

各病院での未整備項目が明らかとなってきた。特に、「輸血検査と製剤管理を統合した輸血部

門の設置」と「中央検査部門技師合同当直への支援体制」の二つの課題に焦点を当てて、こ
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れらに対する解決策を検討する。これらの課題には臨床検査技師が大きく関与していること

から愛媛県臨床検査技師会と協議する場を設ける。 

③  小規模輸血安全部会の活動 

小規模輸血安全部会ではこれまで小規模医療機関の輸血体制状況について調査した結果か

ら、各病院での未整備項目が明らかとなってきた。特に、「ABO血液型検査の2回実施」「血

液型検査と交差適合試験の血液同時採血」「在宅輸血」に焦点を当てて活動する。さらに令和

6年度末に設置された愛媛県医師会輸血療法委員会と協力して、これら2つの課題に関する

アンケート調査を小規模医療機関を対象に実施し、解決策を探る。 

2）アンケート調査 

愛媛県では2000年以降、県薬務衛生課が主体となって県内主要医療機関に対して輸血用

血液製剤および血漿分画製剤の使用状況等についてのアンケート調査を実施してきた。今年

度もこの調査を継続し、上述の院内在庫適正化部会や院内輸血体制整備部会等で検討するた

めの基礎データとする。また、これらのデータは病院別のランキングとして解析して、各医

療機関が県内医療機関の中で自らの整備状況を知るための“通信簿”としても活用する。 

3）教育講演の実施 

愛媛県合同輸血療法委員会では、その前身である愛媛県輸血懇話会を含めて2000年以降、

県内外から講師を招聘して特別講演を行ってきた。コロナ禍のため、講演の現地開催は一時

中断されていたが、令和5年度から再開している。今年度は現地とオンラインでのハイブリ
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ッド形式での講演を開催する。 

４．研究結果 

1）院内在庫適正化部会の活動 

 今年度は県内25病院を対象として調査を行った。このうち、遠隔地にあるA病院の例を

表1に示す。2023年から3年間のABO血液型別製剤廃棄と夜間製剤搬送本数が集計され

ているが、2023-2024年の製剤廃棄率は0.2-1.4%と低い一方、夜間緊急配送率は10.5-12.5%

と高かった。病院側は夜間に院内在庫がなくなると遠隔地であるため緊急輸血がすぐにでき

ないことがあるとの認識があった。そこでこれらのデータを院内輸血療法委員会で提示して

協議してもらったところ、2025年3月からA型と O型の院内在庫数を増やすこととした。

その結果、院内在庫を増やしたにもかかわらず2025年の製剤廃棄率は0.5%とほとんど変化

することなく、夜間配送率は8.9%に低下させることができた。 

表1 A病院のデータ 
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 今年度調査した 25 病院の製剤廃棄率と夜間配送率をそれぞれ昇順に並べた

グラフを図 2，3 に示す。 

 

図 2 病院別製剤廃棄率 

 

図 3 病院別夜間製剤配送率 
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 製剤廃棄率の平均値は 2.3%であり、25 病院中 18 病院（72％）が平均以下

にあり、10 病院（40%）が 0.5%以下と多くの病院で廃棄率は低くなったが、2

病院が 10％以上と極めて高く、病院格差がみられた。他方、夜間製剤配送率の

平均値は 6.3%であり、15 病院（60％）が平均以下であったが、1 病院だけ

20%近くの夜間配送率があり、他と比べて飛び抜けて高かった。 

一般に、院内在庫数を減らすと廃棄率は減少するが夜間配送率は上昇し、逆

に、院内在庫巣を増やすと夜間配送率は減少するも院内廃棄率が上昇するとい

う相反関係が予測される。そこで図 2 と図 3 のデータを病院ごとにまとめて病

院単位でのデータ解析を行ったところ、廃棄の少ない病院は夜間配送率が高め

であり、廃棄の多い病院は夜間配送率が低い傾向がみられ、予測と一致した結

果が実際に得られた（図 4）。ただし、両方の率が低い病院もあり、どちらの値

も下げていく余地はまだ十分にあると考えられた。 
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図 4 病院別にみた製剤廃棄率と夜間配送率 

次いで、今回調査した 25 病院の平均廃棄率と平均夜間配送率の過去 5 年間の

年次推移を図 5 に示した。廃棄率はほぼ順調に低下してきたが、夜間配送率は

2023 年にやや増加し、2024 年には減少したものの 2025 年は上昇した。 



12 
 
 

 

図 5．廃棄率・夜間配送率の年次推移（愛媛県内 25 病院平均値） 

 

3）院内輸血体制整備部会の活動 

令和 5 年度に輸血体制チェックリストを医療機関に配布し、現状調査を行っ

たところ、最も整備できていなかった項目は、輸血業務を一括して行う部門の設置であり、

その病院のいくつかは輸血検査を検査部で行い、製剤の発注・管理を薬剤部で行うという二

元体制にあった。そこで、二元体制の病院に対して一元体制の重要性と県内の現況を説明し

たところ、2病院は今年度一元体制に移行し、1病院は次年度に移行することとなった。 

次いで整備が進んでいない項目は、輸血専任技師による夜間休日当直への支援であった。

ほとんどの病院で輸血検査は検査技師による 24 時間体制になっているが、輸血検査を日常
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担当していない技師が当直の場合はしばしば輸血担当技師の支援が必要になることがある

が、そのような支援体制に弱点のあることが分かった。この課題については実務に関わって

いる臨床検査技師との協議が解決のポイントとなるため、今年度は愛媛県臨床検査技師会お

よびその直下にある輸血検査研究班と具体的な対応策を協議した。その結果、当直技師向け

の輸血業務マニュアルをわかりやすいものに改訂していくことが重一つの解決策になるこ

とがわかった。マニュアルに「よくある質問」のページを設けて適宜改定していくと輸血業

務に不慣れな当直技師の参考になることや、「輸血担当技師に必ず連絡が必要な事項」と「連

絡がすぐには必要のない事項」とを分けて記載しておくと当直技師が迷わなくてすむといっ

たアドバイスがあった。 

4）小規模輸血安全部会の活動 

 令和 6 年度に行った小規模医療機関へのアンケート調査の結果、適切な輸血

検査が実施されていないことがわかった。特に、異なる血液検体を用いて血液型検査

を２回実施することと、血液検査と交差適合試験の検体を別々に採血することは輸血の安全

性維持のために極めて重要であり、この二つの整備を重点的に行っていくこととした。まず

は今年度、輸血検査に関する詳細なアンケート調査を行ったところ、血液型検査を２回実施

している医療機関は21.1%しかなく、しかも血液型2回実施医療機関の36.4%が検査過剰と

の判定で保険査定されている実態が判明した（図6)。また、血液検査と交差適合試験の検体

を常に同時採血している医療機関が 32.2%あり、緊急時のみ同時採血している医療機関の
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23.3%と合わせると55.5%の医療機関がABO不適合輸血を見逃す恐れのある方法で輸血検

査を行っていることが明らかになった。そこで、部会からこれらの結果を各医療機関に報告

すると同時に、県医師会から血液型2回検査を保険で認めてもらうよう国保と社保に働きか

けることとなった。また、血液検査と交差適合試験の血液検体を常に同時採血する危険性が

わかりやすい図を作成し、各医療機関に配布する予定にしている。 

 

図6 小規模医療機関で実施している血液型検査と交差適合試験 

さらに、令和6年度末に県医師会の組織内に輸血療法委員会を設置したので、この委員会

から県内の951小規模医療機関に対して在宅輸血に関するアンケートを実施した。444施設

から回答があり（回答率 47%）、現在在宅医療を実施している医療機関は 42.9%あったが、
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在宅輸血も行っている施設は9.7%に過ぎなかった（図7)。しかし、在宅輸血の適応患者が

いる施設は25.4%にものぼり、さらに在宅輸血に興味をもっている施設は18.9%（43施設）

もあった。そこで、この 43 施設を対象に県医師会および県薬務衛生課の協力を得て、在宅

輸血に関する説明と在宅輸血を現在実施している医師の講演会を開催した。 

 

図7 小規模医療機関での在宅輸血のニーズ調査 

 

5）アンケート調査 

 県内 33 医療機関に対して輸血製剤適正使用に関するアンケート調査を行っ

た。以下に主要な結果を記載し、詳細なデータは別添資料 1 に示す。 

問１(1) 院内輸血療法委員会の開催状況 
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調査対象全ての医療機関で院内輸血療法委員会が開催されており、１施設を除く 

31 施設では定期開催されていた。定期開催をしている 31 施設のうち、29 施設（32 

施設中 90.6％）で年６回以上定期的に開催されていた。 

問１(2) 令和５年度に輸血療法委員会において討議された議題 

「輸血用血液製剤使用状況の報告」は、ほぼ全ての医療機関で議題とされていた。

また、「ア ルブミン・グロブリン製剤の使用状況の報告」及び「輸血用血液製剤

の副作用の対応を含む輸血療法に伴う事故・副作用・合併症把握方法と対策等」

についても、多くの医療機関で議題とされていた。 3 その他、設定項目以外の

回答として、大規模（500 床以上）の医療機関では、危機的大量出血症例報告や

未照合輸血報告、MTP（大量輸血プロトコール）の運用について等が議題とさ

れていた。中規模（200～499 床）の医療機関では赤血球製剤の適正な院内在庫

数の検討、小規模（199 床以下）の医療機関では輸血業務に関するインシデント

報告等について報告・議論されていた。 

問２(1)、(4) 令和５年度の輸血用血液製剤の使用量及び廃棄量等 

調査対象医療機関に供給された輸血用血液製剤は、赤血球製剤が60,186単位、

血漿製剤が20,892単位、血小板製剤が75,385単位であり、合計で156,463単位で

あった。前年度と比較すると、赤血球製剤及び血漿製剤は増加しており、血小
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板製剤は減少していた。特に血漿製剤は増加が大きく、前年度（16,747 単位）

の約1.25倍であった。なお、輸血用血液製剤の合計も増加（前年度156,276単位）

しており、県内の総供給量に占める割合は92.4％であった。製剤別の1病床あた

りの使用量は、赤血球製剤が7.80単位（前年度7.59単位）、血漿製剤が2.71単位

（同2.11単位）、血小板製剤が9.85単位（同10.17単位）であり、前年度と比較

すると、赤血球製剤及び血漿製剤は増加しており、血小板製剤は減少していた。

血液製剤使用量の指標として、血漿製剤の使用量を赤血球製剤及び自己血輸血

の使用量総量で除した値（FFP/RBC比）を見ると、0.54未満（輸血管理料Ⅰの

輸血適正使用加算の基準値）の医療機関は30施設（93.8％）、0.27未満（輸血管

理料Ⅱの輸血適正使用加算の基準値）の医療機関は26施設（81.3％）であった。 

血液製剤の廃棄率は、赤血球製剤1.3％（前年度1.5％）、血漿製剤1.3％（同2.2％）、

血小板製剤0.2％（同0.4％）、輸血用血液製剤合計では0.8％（同1.0％）であり、

すべての製剤で減少した。 

問２(2) 令和５年度の血漿分画製剤（アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤）の

使用量 

1 1 病床あたりのアルブミン製剤の使用量は 36.89ｇ、免疫グロブリン製剤の使用

量は 10.48ｇであり、過去５年間の動向をみるとアルブミン製剤は概ね減少傾向、免

疫グロブリン製剤は増加傾向にある。 
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

ｱﾙﾌﾞﾐﾝ製剤(g) 39.79 38.34 39.21 37.93 34.77 

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤(g) 6.71 6.43 8.65 9.29 9.33 

血液製剤使用量の指標として、アルブミン製剤の使用量を赤血球製剤及び自己

血輸血の使用量総量で除した値（Alb/RBC比）を見ると、2.0未満（輸血管理料

Ⅰ及びⅡの輸血適正使用加算の基準値）の医療機関は 24 施設（75.0％）であっ

た。 

問２(5) 血液製剤の使用量の前年度比較及びその理由 

前年度から使用量が増加した施設数は、赤血球製剤11施設、血漿製剤10施

設、血小板製剤８施設、アルブミン製剤９施設、免疫グロブリン製剤９施設で

あった。中でも、血漿製剤は、前年度の６施設から４施設も増加した。なお、

いずれの製剤においても病床数の偏りはなかった。使用量が増加した理由とし

て、対象患者、適応症例の増加といった回答が多く見られ、その他として、特

定の診療科での使用増加といった回答が挙げられた。また、使用量が減少した

施設数は、赤血球製剤６施設、血漿製剤９施設、血小板製剤10 施設、アルブ

ミン製剤13施設、免疫グロブリン製剤10施設であり、血小板製剤、アルブミン

製剤及び免疫グロブリン製剤の使用量が減少した施設が多くなった。なお、い

ずれの製剤においても、使用量が減少したと回答した施設の多くが中・小規模
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の医療機関であった。使用量が減少した理由として、対象患者・適応症例・手

術件数の減少、適正使用が挙げられた。 

問３ その他（合同輸血療法委員会に対する要望、その他自由意見） 

合同輸血療法委員会の WEB 開催を引き続き継続して欲しいとの要望があったため、

来年度もより多くの医療機関が参加できる体制を整えたい。 各医療機関の課題や適

正使用、供給体制に関することについては、特に意見がなかった。 

アンケート調査のまとめ 

日本赤十字社によると、本県の令和６年度の輸血用血液製剤の総供給量は令和

５年度と同程 度であり、全国平均を下回っている（15～17 ページ参照）。また、

調査対象医療機関における廃棄率については、令和５年度より減少しているこ

とから、本県の血液製剤の使用状況は更に適正化が進んでいると考えられる。各

医療機関においては今後も引き続き、適正使用の推進をお願いしたい。今後とも

合同輸血療法委員会において、各医療機関における輸血に関する課題等を広く

汲み上げ、意見交換を行うことにより、県全体の血液製剤の適正使用がより一層

促進されることを期待する。 

6）教育講演 

 令和 8年 1月 31日に日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所長の谷慶彦先

生を講師として招聘し、教育講演を実施した。「輸血に関する最近の動向」の演
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題名で、まれな血液型への対応、最近スクリーニング導入血小板の課題、DAT

陽性血の問題点についての最新の知見が紹介された（別添資料 2 参照）。 

5．考察 

愛媛県合同輸血療法委員会では 3 つの作業部会を設置して活動を行っている

が、今年度はそれぞれの部会において一定の成果を得ることができた。院内在庫

適正化部会においては詳細なデータ解析が行われて具体的な成果を得ることが

できた。これまでのデータ収集と併せて、血液型別院内製剤廃棄率と夜間配送率

を病院ごとに提示し、適正な院内在庫数について血液センターと病院スタッフ

が対面で討議するスタイルが定着してきたことは意義深い。院内在庫数を増や

すと廃棄率が上昇する一方、夜間配送率は低下し、逆に院内在庫数を減らすと廃

棄率は低下するものの、夜間配送率が高くなるという相反関係が予測されるた

め、両者のバランスを取った院内在庫数を設定することが重要である。ただし、

かなりの輸血を実施している病院でも両者ともに低い病院がいくつかあり、両

方の値を揃って低下させる余地がまだ十分にあると思われる。過去 5 年間の県

内主要 25 病院の平均製剤廃棄率は順調に低下してきたが、夜間配送率は今年度

において上昇に転じた。この原因は廃棄率と夜間配送率が逆相関にあることも

あるが、夜間配送率が極めて高かった病院があり、大量出血をきたした救急患者

の発生数など院内在庫数だけでなく、診療内容も関連してくるので、病院個別の
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事情に応じて適正な院内在庫数の調整を細かく行っていく必要があると思われ

る。 

 院内輸血体制整備部会ではこれまでのアンケート調査によって輸血体制の現

状と課題が浮き彫りになった。今年度はこれら課題のうち、輸血部門一元化と輸

血非専任当直技師への支援体制を取り上げ、その解決に取り組んだ。特に、輸血

検査の当直業務は臨床検査技師によって行われているため、愛媛県臨床検査技師会

およびその直下にある輸血検査研究班と具体的な対応策を協議したところ、輸血マニュアル

の整備が解決の一助になることがわかり、今後の方針が明確になったことは大きな成果であ

った。県内医療機関に整備する具体的なポイントを明示し、合同輸血療法委員会で広報した。

この課題解決の対策として輸血専任技師のオンコール体制の充実には限界があり、別方面か

らのアプローチが望まれていたが、今年度の部会活動によって解決の糸口が見いだされたの

で今後の進展につなげていきたい。 

小規模輸血安全部会では、輸血検査と在宅輸血の課題が取り上げられ、今年度

に実施されたアンケート調査によって実態が見えてきた。合同輸血療法委員会

に参加していない小規模医療機関へのアプローチに県医師会の協力が得られた

ことは特筆すべきであり、県合同輸血療法員会の諮問機関として県、医師会、血

液センターの三者代表会議を設けていたことがこの協力体制の基盤になった。

特に、県医師会の組織内に設置された輸血療法委員会との協力で県内での在宅
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輸血の現状が明らかとなり、意外にも在宅輸血のニーズが高いこと、在宅輸血に

関心のある医院が多いことがわかったことは、大きな収穫であった。この委員会

を活用して小規模医療機関が抱えている課題の解決策を探っていき、在宅輸血

普及に貢献していきたい。 

 県内医療機関への輸血アンケート調査からは FFP/RBC 比や ALB/RBC 比な

どの適正使用マーカーとなる数値のランキングが出され、各施設が自施設の県

内順位を知ることのできる資料となった。この“通信簿”は各自が井の中の蛙にな

ることを防ぎ、不備な点を自覚できる資料になっている。 

 教育講演についてはハイブリッド形式で開催することができたので参加者は

65 名と多かった。現地開催のメリットと、容易に参加できる Web の両方を併用

するハイブリッド開催を今後も継続していくのが最もよいと考えられた。 

 本研究は医療機関と血液センターのデータを突合するという方法を用いて院

内適正在庫数を決定する試みが実際に有用であることを示している。また、今回

の活動によって中・大規模病院での院内輸血体制と在宅輸血を含む小規模施設

での輸血体制の整備を行っていくための道筋が見えてきた。これらの方策を進

めていくことによって医療機関・赤十字血液センター・県医師会の三者協同によ

る地域輸血医療連携体制を構築し、その取り組みが血液製剤の使用適正化と輸血医

療の安全性の向上につながることを期待している。 
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【別添資料 1】 
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【別添資料 2】 
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